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  2025. 4.1 

有智の郷ケアマネージメントセンター 

指定居宅介護支援重要事項説明書 

 

社会福祉法人 秀 孝 会 

 

 

 

 

 

当事業所はご契約者に対して指定居宅介護支援サービスを提供します。事業所の概要や

提供されるサービスの内容、契約上ご注意いただきたいことを次の通り説明します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※当サービスの利用は、原則として要介護認定の結果「要介護」と認定された方が

対象となります。要介護認定をまだ受けていない方でもサービスの利用は可能で

す。 
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当事業所は介護保険の指定を受けています。 

（京都府指定 第２６７２９００３２７号） 

 

 契約者が居宅での介護サービスやその他の保健医療サービス、福祉サービスを適切に利用す

ることができるよう、次のサービスを実施します。 

○ご契約者の心身の状況やご契約者とそのご家族等の希望をおうかがいして、「居宅サービス計

画（ケアプラン）」を作成します。 

○ご契約者の居宅サービス計画に基づくサービス等の提供が確保されるよう、ご契約者及びそ

の家族等、指定居宅サービス事業者等との連絡調整を継続的に行い、居宅サービス計画の実

施状況を把握します。 

○必要に応じて、事業者とご契約者双方の合意に基づき、居宅サービス計画を変更します。 

☆居宅介護支援とは 
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１．事業者 

（１）法人名        社会福祉法人 秀 孝 会 

（２）法人所在地     京都府八幡市八幡清水井３１番地 

（３）電話番号       ０７５－９８３－８１１１ 

（４）代表者氏名     理事長   稲葉 裕二 

（５）設立年月       平成 ４年 ６月２２日 

２．事業所の概要 

（１）事業所の種類    指定居宅介護支援事業所 

（２）事業の目的     高齢者の居宅における自立した生活を支援する。 

（３）事業所の名称    有智の郷ケアマネージメントセンター 

           平成１６年１１月 １日指定 京都府２６７２９００３２７号 

（４）事業所の所在地  京都府八幡市内里北の口５－１ 

（５）電話番号       ０７５－９７２－１０００ 

（６）事業所長（管理者）氏名    北野 太朗 

（７）当事業所の運営方針 要介護状態等になった場合においても、その利用者が可能な 

限り、その居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活が営むことがで 

きるように配慮して行うものとする。 

    事業所は、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者の選 

択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から、総 

合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行うものとする。 

 事業所は、指定居宅介護支援の提供に当たっては、利用者の意志及び人格を尊重 

し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される指定居宅サービス等が特定の 

種類又は特定の居宅サービス事業者に不当に偏することのないよう、公正中立に行 

うものとする。 

市町村、地域包括支援センター、老人介護支援センター、他の指定居宅介護支援 

事業者、指定介護予防支援事業者、介護保険施設等との連携に努めるものとする。 

（８）開設年月      平成１６年１１月 １日 

 

３．事業実施地域及び営業時間 

（１）通常の事業の実施地域 八幡市地域 

（２）営業日及び営業時間      

営業日 月曜日から金曜日まで 

受付時間          ２４時間 

サービス提供時間帯          ９時～１７時３０分 
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４．職員の体制 

 当事業所では、ご契約者に対して指定居宅介護支援サービスを提供する職員として、以

下の職種の職員を配置しています。 

<主な職員の配置状況>※職員の配置については、指定基準を遵守しています。 

職種 常勤 非常勤 配置員数 職務の内容 

１．事業所長（管理者） 
１ 

 
１ 

常勤兼務１名：介護支援専門

員と兼務 

２．介護支援専門員 
２ 

 
２ 

常勤兼務１名：管理者と兼務 

常勤専従１名 

 

５．当事業所が提供するサービスと利用料金 

当事業所では、居宅介護支援として次のサービスを提供します。 

当事業所が提供するサービスについて、通常の場合、利用料金は介護保険から給付され

ますので、ご契約者の利用料負担はありません。 

 

（１）サービスの内容と利用料金（契約書第 3～6条、第 8条参照）＊ 

＜サービスの内容＞ 

 ①居宅サービス計画の作成 

ご契約者のご家庭を訪問して、ご契約者の心身の状況、置かれている環境等を把握し

たうえで、居宅介護サービス及びその他の必要な保健医療サービス、福祉サービス（以

下「指定居宅サービス等」という。）が、総合的かつ効率的に提供されるように配慮して、

居宅サービス計画を作成します。 

 

＜居宅サービス計画の作成の流れ＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③介護支援専門員は、契約者及びその家族の置かれた状況等を考慮して、

契約者に提供されるサービスの目標、その達成時期、サービスを提供

する上での留意点等を盛り込んだ居宅サービス計画の原案を作成しま

す。契約者又はその家族は当該事業所をケアプランに位置付けた理由

を求めることができます。  

②居宅サービス計画の作成の開始にあたって、当該地域における指定居

宅サービス事業者等に関するサービスの内容、利用料等の情報を適正

に契約者又はその家族等に対して提供して、契約者にサービスの選択

を求めます。契約者又はその家族は複数の事業所の紹介を求めること

ができます。  

①  事業者は、介護支援専門員に居宅サービス計画の作成に関する業務を

担当させます。指定居宅介護支援の提供に当たっては、懇切丁寧に行

うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等

について、理解しやすいように説明を行います。  
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②居宅サービス計画作成後の便宜の供与 

・ご契約者及びその家族等、指定居宅サービス事業者等との連絡を継続的に行い、居宅

サービス計画の実施状況を把握します。 

・居宅サービス計画の目標に沿ってサービスが提供されるよう指定居宅サービス事業者

等との連絡調整を行います。 

 ご契約者の意思を踏まえて、要介護認定の更新申請等に必要な援助を行います。 

・利用者の要介護認定有効期間中、少なくとも１月に１回、居宅サービス計画書の目標

に沿ってサービスが提供されているか等、状況の確認のためにご契約者の居宅を訪問

⑦介護支援専門員は、前項で作成した居宅サービス計画の原案に盛り込んだ指定

居宅サービス等について、保険給付の対象となるか否かを区分した上で、その

種類、内容、利用料等について契約者及びその家族等に対して説明し、契約者

の同意を得た上で決定するものとします。 

④ ④介護支援専門員は、居宅サービス計画の原案作成に際しては、次の点に配慮

します。 

ア）利用者の居宅への訪問、利用者及びその家族との面接により利用者の置か

れている環境、立場の十分な理解と課題の把握に努めます。 

イ）利用する居宅サービスの選択にあたっては、当該地域における指定居宅サ

ービス事業者等に関する情報を利用者またはその家族に提供します。 

ウ）介護支援専門員は、利用者に対して居宅サービスの内容が特定の種類、事

業者に不当に偏るような誘導または指示を行いません。 

エ）護支援専門員は、居宅サービス計画の原案が、利用者の実情に見合

ったサービスの提供となるよう、サービス等の担当者から、専門的

な見地からの情報を求めます。  

⑤介護支援専門員は、利用者が訪問看護、通所リハビリテーション等の医療サ

ービスの利用を希望する場合には、利用者の同意を得て主治の医師等の意見

を求めます。 

⑥介護支援専門員は、居宅サービス計画の原案について、介護保険給付の有無、

利用料等の利用者のサービス選択に資する内容を利用者またはその家族に

対して説明します。 

ア）介護支援専門員は、利用者の居宅サービス計画の原案への同意を確認した

後、原案に基づく居宅サービス計画を作成し、改めて利用者の同意を確認

します。 

イ）利用者は、介護支援専門員が作成した居宅サービス計画の原案に同意しな

い場合には、事業者に対して居宅サービス計画の原案の再作成を依頼する

ことができます。 
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します。また、利用者からの依頼や居宅介護支援業務の遂行に不可欠と認められる

場合で利用者の承諾を得た場合には、介護支援専門員は利用者の居宅を訪問するこ

とがあります。 

  

③居宅サービス計画の変更 

 ご契約者が居宅サービス計画の変更を希望した場合、または事業者が居宅サービス計

画の変更が必要と判断した場合は、事業者とご契約者双方の合意に基づき、居宅サービ

ス計画を変更します。 

 

 ④介護保険施設への紹介 

 ご契約者が居宅において日常生活を営むことが困難となったと認められる場合又は利

用者が介護保険施設への入院又は入所を希望する場合には、介護保険施設への紹介その

他の便宜の提供を行います。 

 

 ⑤担当利用者数の定め 

   介護支援専門員１名の担当できる利用者の人数は、４４名までとします。 

 

  ＜サービス利用料金＞   

居宅介護支援に関するサービス利用料金について、事業者が法律の規定に基づいて、介

護保険からサービス利用料金に相当する給付を受領する場合（法定代理受領）は、ご契約

者の自己負担はありません。 

但し、ご契約者の介護保険料の滞納等により、事業者が介護保険からサービス利用料金

に相当する給付を受領することができない場合は、別紙サービス利用料金表の全額をいっ

たんお支払い下さい。 

（２）交通費（契約書第 8条参照） 

通常の事業実施地域以外の地区にお住まいの方で、当事業所のサービスを利用される場

合は、サービスの提供に際し、要した交通費の実費をいただきます。なお、自動車を使用

した場合は、次の額を徴収する。 

１．事業の地域実施を越えた地点から、片道１０キロメートル未満の場合は、 

４７７円（税別）とする。 

 

２．事業の地域実施を越えた地点から、片道１０キロメートル以上の場合は、 

１キロメートルを増すごとに４９円（税別）を加算する。 

（３）利用料金のお支払い方法 

前記（１）の料金・費用は、１か月ごとに計算し、ご請求しますので、翌月１０日まで

に以下のいずれかの方法でお支払い下さい。 
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ア．下記指定口座への振り込み 

  京都中央信用金庫 八幡支店 普通預金 ０２８０７９９ 

  社会福祉法人秀孝会 有智の郷 

イ．事業所窓口現金払い 

 前記（２）の交通費は、サービス利用終了時に、その都度お支払い下さい。 

 

６．サービスの利用に関する留意事項 

（１）サービス提供を行う介護支援専門員 

サービス提供時に、担当の介護支援専門員を決定します。 

（２）介護支援専門員の交替（契約書第 7条参照）  

 ①事業者からの介護支援専門員の交替 

事業者の都合により、介護支援専門員を交替することがあります。 

介護支援専門員を交替する場合は、ご契約者に対してサービス利用上の不利益が生じ

ないよう十分に配慮するものとします。 

 ②ご契約者からの交替の申し出 

選任された介護支援専門員の交替を希望する場合には、当該介護支援専門員が業務上

不適当と認められる事情その他交替を希望する理由を明らかにして、事業者に対して介

護支援専門員の交替を申し出ることができます。ただし、ご契約者から特定の介護支援

専門員の指名はできません。 

（３）その他 

①利用者は、介護支援専門員に対して複数の指定居宅サービス事業者等の紹介を求め

ることや、居宅サービス計画に位置付けた指定居宅サービス事業者等の選定理由に

ついて説明を求めることができますので、必要があれば遠慮なく申し出てください。 

②居宅介護支援提供に先立って、介護保険被保険者証に記載された内容（被保険者資

格、要介護認定の有無及び要介護認定の有効期間）を確認させていただきます。被

保険者の住所などに変更があった場合は速やかに当事業者にお知らせください。 

③利用者が要介護認定を受けていない場合は、利用者の意思を踏まえて速やかに当該

申請が行われるよう必要な援助を行います。また、要介護認定の更新の申請が、遅

くとも利用者が受けている要介護認定の有効期間が終了する 30 日前にはなされる

よう、必要な援助を行うものとします。 

④病院等に入院しなければならない場合には、退院後の在宅生活への円滑な移行を支

援等するため、早期に病院等と情報共有や連携をする必要がありますので、病院等

には担当する介護支援専門員の名前や連絡先を伝えてください。 

 

７．虐待の防止について 

事業者は、利用者等の人権の擁護・虐待の防止等のために、次に掲げるとおり必要

な措置を講じます。 
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（1） 虐待防止に関する責任者を選定しています。 

 〇虐待防止に関する責任者    施設長       稲葉裕二 

  虐待防止に関する受付担当者  管理者       北野太朗 

（2） 成年後見制度の利用を支援します。 

（3） 苦情解決体制を整備しています。 

（4） 従業者に対する虐待防止を啓発･普及するための研修を実施しています。 

 

８．苦情の受付について（契約書第 17条参照） 

（１）苦情の受付 

当事業所に対する苦情やご相談は以下の専用窓口で受け付けます。 

○ 苦情受付窓口（担当者）  

苦情解決責任者  施設長           稲葉 裕二 

苦情受付担当者  管理者           北野 太朗 

苦情・相談窓口  介護支援専門員       北野 太朗 

    電話：０７５（９７２）１０００ 

    ○ 受付時間   毎週月曜日～金曜日  ９：００～１７：３０ 

 

   

窓口で受け付けた苦情や相談を解決責任者へ報告し、必要に応じて第３者委員会へ 

報告します。解決責任者はサービス向上委員会等を招集し、苦情や相談に対して誠意   

をもって話し合い、適切に解決ができるように努めます。当施設で解決できない場合 

は下記に申し立てをすることが出来ます。 

 

 

 

○ 苦情受付窓口 

        京都府国民健康保険団体連合会 

        電話：代表０７５（３５４）９０９０ 

        八幡市健康部高齢介護課 地域支援担当係 

        電話：代表０７５（９８３）１１１１  

 

 

 

 

 

 


